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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
埋
蔵
電
力
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
電
気
事
業
者
の
発
表
等
に
よ
れ
ば
、
昨
年
夏
の
各
一
般
電
気
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
最
大
電
力
及
び
卸
電
気

事
業
者
等
か
ら
の
受
電
を
含
む
供
給
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
北
海
道
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
北
海
道
電
力
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
は
五
百
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
六
百
七
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
北
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
北
電
力
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
は
千
五
百
五
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
千
六
百
五
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京

電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
五
千
九
百
九
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
六
千
三
百
八
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
部
電
力
株

式
会
社
（
以
下
「
中
部
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
二
千
七
百
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
三
千
百
三
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、

北
陸
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
北
陸
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
五
百
七
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
六
百
四
十
四
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
、
関
西
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
関
西
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
三
千
九
十
五
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
三
千

四
百
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
国
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
中
国
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
千
二
百
一
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
及
び
千
三
百
七
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
四
国
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
四
国
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
五
百
九
十

七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
六
百
九
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
九
州
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
九
州
電
力
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

一



は
千
七
百
五
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
千
九
百
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
沖
縄
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
沖
縄
電
力
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
は
百
四
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
二
百
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
般
電
気
事
業
者
に
お
い
て
は
、

本
年
夏
の
各
一
般
電
気
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
最
大
電
力
及
び
卸
電
気
事
業
者
等
か
ら
の
受
電
を
含
む
供
給
力
は
、

北
海
道
電
力
に
お
い
て
は
五
百
六
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
五
百
四
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
北
電
力
に
お
い
て
は
千
四
百
八
十

万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
千
三
百
七
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
京
電
力
に
お
い
て
は
六
千
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
五
千
四
百
二
十
万
キ

ロ
ワ
ッ
ト
、
中
部
電
力
に
お
い
て
は
二
千
七
百
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
二
千
七
百
九
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
北
陸
電
力
に
お

い
て
は
五
百
七
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
五
百
六
十
四
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
関
西
電
力
に
お
い
て
は
三
千
百
三
十
八
万
キ
ロ
ワ

ッ
ト
及
び
三
千
四
十
九
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
国
電
力
に
お
い
て
は
千
二
百
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
千
三
百
十
三
万
キ
ロ
ワ
ッ

ト
、
四
国
電
力
に
お
い
て
は
五
百
九
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
五
百
八
十
七
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
九
州
電
力
に
お
い
て
は
千
七

百
五
十
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
千
七
百
七
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
沖
縄
電
力
に
お
い
て
は
百
四
十
八
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
及
び
二
百

二
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
と
見
込
ん
で
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
よ
れ
ば
、
昨
年
夏

二



に
お
け
る
特
定
電
気
事
業
者
の
最
大
出
力
は
、
東
京
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
二
十
七
万
九
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
部
電
力

の
供
給
区
域
に
お
い
て
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
四
国
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
昨
年
夏
に
お
け
る
特
定
規

模
電
気
事
業
者
の
最
大
出
力
は
、
北
海
道
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
二
十
六
万
八
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
北
電
力
の
供
給
区

域
に
お
い
て
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
京
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
三
万
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
関
西
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い

て
百
十
三
万
六
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
四
国
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
五
十
二
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
九
州
電
力
の
供
給
区
域
に
お

い
て
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
昨
年
夏
に
お
け
る
出
力
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
の
自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
の
最
大
出
力

は
、
北
海
道
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
二
百
三
十
七
万
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
北
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
七
百
四
十

九
万
八
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
東
京
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
千
六
百
三
十
九
万
四
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
部
電
力
の
供
給
区
域

に
お
い
て
五
百
二
十
五
万
三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
北
陸
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
六
十
七
万
九
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
関
西
電
力

の
供
給
区
域
に
お
い
て
六
百
六
十
九
万
四
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
中
国
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
七
百
三
十
五
万
二
千
キ
ロ
ワ

ッ
ト
、
四
国
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
二
百
十
九
万
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
九
州
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
五
百
五
十
三
万

三
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
沖
縄
電
力
の
供
給
区
域
に
お
い
て
十
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
で
あ
り
、
こ
こ
数
年
の
推
移
を
踏
ま
え
れ
ば
、

本
年
夏
の
電
力
需
要
の
ピ
ー
ク
時
に
お
け
る
最
大
出
力
は
、
同
程
度
と
見
込
ま
れ
る
。
な
お
、
御
指
摘
の
「
自
家
消
費
す
る

三



電
力
の
規
模
」
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
埋
蔵
電
力
」
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

五
、
六
及
び
八
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
埋
蔵
電
力
」
の
全
て
を
活
用
す
る
こ
と
は
、
自
家
用
電
気
工
作
物
の
系
統
へ
の
連
系
、
燃
料
調
達
コ
ス
ト
、

短
期
間
で
の
燃
料
調
達
先
の
確
保
等
の
課
題
が
あ
り
、
容
易
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
政
府
と
し
て
は
、
自
家
用
電
気

工
作
物
を
設
置
す
る
者
に
対
し
て
出
力
増
強
の
要
請
や
燃
料
費
補
助
等
の
支
援
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
、

自
家
用
電
気
工
作
物
を
設
置
す
る
者
等
の
供
給
力
を
最
大
限
活
用
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

七
の
�
に
つ
い
て

一
般
的
に
、
停
電
は
、
一
般
電
気
事
業
者
の
送
電
設
備
等
（
以
下
単
に
「
送
電
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
地
絡
等
の
異
常

が
生
じ
た
場
合
、
当
該
送
電
設
備
等
の
被
害
が
拡
大
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
二
号
。
以
下
「
技
術
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
送
電
設
備
等
に
係
る
電
路
を
遮
断
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
。
こ
の
た
め
、
停
電
発
生
時
に
は
、

自
家
発
電
設
備
か
ら
の
電
力
供
給
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
、
当
該
送
電
設
備
等
の
被
害
が
拡
大
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
遮
断

さ
れ
る
。

四



七
の
�
に
つ
い
て

電
気
設
備
が
正
常
な
状
態
で
、
一
般
電
気
事
業
者
の
発
電
設
備
か
ら
の
電
気
の
供
給
を
遮
断
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

技
術
基
準
省
令
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
火
災
、
感
電
等
の
お
そ
れ
の
な
い
安
全
な
送
電
が
可
能
な
状
態
で
あ
り
、
か
つ
、

電
圧
及
び
周
波
数
が
一
定
程
度
維
持
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
家
発
電
設
備
か
ら
一
般
電
気
事
業
者
の
送
電
網
に
電
気
を
供
給

す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
。

五


